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＜凡例＞ 

• 黒太字：応募申請のプロセスや内容を理解する上で核となる重要事項 

• 青字：参考資料リンク 

• *：用語定義・補足説明が必要なポイントは、注釈を使用し、説明を記載 

 

 

応募申請時のポイントや参考になる情報を記載します。 

 

 

応募申請時の注意事項を記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

外部支援者活用時の注意 

• 申請者は事業計画の作成、実行及び成果目標の達成に責任を持って取り組んでいただく必

要があります。 

• 検討やブラッシュアップのために認定支援機関を含む外部支援者等の助言を受けることは差し

支えございませんが、必ず申請者自身で作成してください。作成自体を申請者以外が行うこ

とは認められず、発覚した場合は不採択・採択取消・交付決定取消となります。 

• 事業計画の検討に際して外部の支援を受ける場合には、悪質な業者等にご注意ください。 

＜不適切な行為の例＞ 

 提供するサービスの内容とかい離した高額な成功報酬等を申請者に請求する。 

 金額や条件が不透明な契約を締結する。中小企業等に対して強引な働きかけを行う。 

 費用の水増しなど申請書に虚偽の内容の記載を教唆する、又は、作成支援者名を記

載しないように求める。 

 事業計画書の確認に際し、認定支援機関が事業者への支援の一部又は全部を他者

に委託、外注する。 

 

  

特にご注意いただきたいこと 



4 

 

1. 新事業進出補助金の概要 

1-1. 補助金の目的 

中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押し

することで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを

目的とします。 

 

1-2. 補助対象者 

本事業の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業実施場所を有する以下のいずれかの要件を満たすものに 

限ります。また、補助対象者の要件は、本公募回の公募開始日において満たしている必要があります。 
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* 常勤従業員は、「中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154号）」上の「常時使用する従業員」をいい、「労働基準法（昭和 

22 年法律第49 号）」第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」となります。これには、日々雇い入れられる者、 

２か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に４か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は 

含まれません 
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補助対象外事業者 

上記に該当する者(※リース会社を除く)であっても、下記に該当する者は対象外となります。 
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*1 「新事業進出補助金」「事業再構築補助金」「ものづくり補助金」において、本補助金の「申請締切日を起点に 16 か月以内に採択

された事業者」又は「申請締切日時点に補助事業実施中の事業者」について昨年の 3/10 以降に事業再構築補助金、ものづくり補

助金に採択された事業者、また 7/15 の締切時点で補助事業を実施している事業者は申請不可となります 

 

 

 

具体的な申請不可のケース 

⚫ 事業再構築補助金の第12回の採択者（ただし、本補助金の申請締切日までに第 13

回の採択発表が行われた場合は、第 13回採択者も申請不可） 

⚫ ものづくり補助金の17次/18 次の採択者 

⚫ なお、上記以前の公募回の採択者においても、本補助金の申請締切日において、事故等報

告による補助事業実施期間が延長された事業者など、7/15 時点で事業実施中の事業者

は申請不可 

 

 

同時期の以下の複数補助金への応募申請 

⚫ 複数の補助金に同時期に応募申請いただくことは可能。ただし、以下の複数の補助金に採

択された場合は、交付を受ける補助金を 1 つだけ選択して、交付申請を行ってください。複

数の補助金を受領していたことが発覚した場合は、交付決定日が遅い方の補助事業の交

付決定を取り消し、補助金の返還を求めます。 

• 新事業進出補助金(本補助金) 

• 事業再構築補助金(中小企業等事業再構築促進補助金) 

• ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)  

 

2 25/7/152 2 /3/1 

1   

申請締切日から16か月以内に
対象補助金に

 採択 された場合は申請不可

申請締切日時点に以下補助金にて
 補助事業実施中 の場合は

申請不可

対象補助金の

補助事業実施期 
対象補助金に

採択

本補助金の

申請締切日
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*2 以下に該当する中小企業者等は大企業とみなし、補助対象外となります 
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 みなし同一事業者 について 

以下に該当する事業者は同一事業者とみなし、申請できるのはいずれか 1社からのみとします。 
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⚫ 配偶者・親子およびその他生計を同一にしている者はすべて同一として取り扱います 

⚫ 過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人についても同様の取扱いとします 

⚫ 本補助金を受け取ることを目的に、主要株主や出資比率を変更し、申請することも 

認められません 

 

1-3. 補助金額と補助率 

補助金額は従業員数ごとに以下のとおりで、補助率は「1/2」です。 
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1-4. 補助事業の実施期  

補助事業の実施期間は、交付決定日から14か月以内か、補助事業完了期限(採択発表日から16か月後)までの、

いずれか短い方になります。 
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1-5. 補助対象経費  

 

⚫ 補助事業により取得した財産については、交付規程等に基づき処分（補助金の交付の目

的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等をいう。）に制限が課さ

れます。処分する場合、残存簿価相当額又は譲渡額等により、当該処分制限財産に係る

補助金額を限度に納付しなければなりませんのでご注意ください 

 

 

⚫ 機械装置・システム構築費または建物費が補助対象経費に含まれていることが必要です 

⚫ 一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、 

本補助金の支援対象にはなりません 

⚫ 採択されたことをもって応募時に計上している経費がすべて補助対象として認められる 

訳ではありません。交付審査時に以下の経費区分に該当しないと判断される経費を 

計上されている場合は補助対象外となります 

 

1-5-1. 対象経費の区分 
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1-5-2. 機械装置・システム構築費 
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1-5-3. 建物費 

 
 

1-5-4. 運搬費 

 
 

1-5-5. 技術導入費 
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1-5-6. 知的財産権等関連経費 

 
 

1-5-7. 外注費 
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1-5-8. 専門家経費 

 
 

1-5-9. クラウドサービス利用費 
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1-5-10. 広告宣伝・販売促進費 

 
 

補助事業で開発又は提供する  ・サービスに必要な

 広告(      、  、  等)の作成費 、
 広告の 体  費 、    出 費 等

 交付決定後の発注・契約が前提となります。

    書および価 の 当性が確認できる  の提出が必要です。

広告宣伝・
販売促進費

 補助事業以外の 社の  ・サービス等の 告

 会社全体の   告

 事業実施期間外に使用・ 載される 告、実施される  会

  ーケテ ン  場 査

  像 作における  体や  （   等を含む）の 入に る関
 経費

補助対象外

       
      1    
           
           

   (   )   
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1-5-11. その他の補助対象外経費 

 
 

 

公募要領から一部を抜粋して記載しています。補助対象か迷うものがある場合は、公募要領の 

「6-2. 補助対象外となる経費」をご確認ください。 

   

https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_koubo.pdf
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1-6. 補助対象事業の要件 

中小企業等が、以下の要件を満たす 3~5年の事業計画に取り組むことが必要です。 

1. 新事業進出要件 

2. 付加価値額要件 

3. 賃上げ要件 

4. 事業場内最賃水準要件 

5. ワークライフバランス要件 

6. 金融機関要件 

7. 賃上げ特例要件 (賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件) 

 

1-6-1. 新事業進出要件 

新事業進出指針に す「新事業進出」の定義に該当するよう、以下の要件①~③をすべて満たす必要があります。 

 

 

新事業進出要件の詳細は、「新事業進出指針」、「新事業進出指針の手引き」をご確認ください。 

 

  

https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_shishin.pdf
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_shishin_tebiki.pdf
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製品等の新規性要件の非該当例 

以下に該当する事業は、「  等の新規性」要件を満たさないと考えられます。 
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製品等の新規性要件の低評価になる例 

中小企業による大胆な新事業進出を支援する観点から、以下のような事例は 対的に評価が低くなる場合があります。 
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市場の新規性要件の非該当例 

以下に該当する事業は、顧客層が変わらず 場の新規性要件を満たさないと考えられます。 
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1-6-2. 付加価値額要件 

補助事業終了月の属する（申請者における）決算年度の付加価値額が、年平均成長率の比較基準となります。 
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1-6-3. 賃上げ要件 

補助事業実施期間の終了時点が含まれる事業年度の一人当たり給与支給総額及び給与支給総額が、年平均成

長率の比較基準となります。 
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1-6-4. 事業場内最賃水準要件 

 
 

1-6-5. ワークライ バラ ス要件 

 
 

 

応募申請前に、「両立支援のひろば」に策定した一般事業主行動計画を公表してください。 

計画の策定から公表まで、システム上の反 に 1~2週間を要するためご注意ください。 

 

  

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
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1-6-6. 金融機関要件 

 
 

 

金融機関等から資金提供を受ける場合は、「金融機関による確認書」を提出してください。 

 

1-6-7. 賃上げ特例要件 

 

  

https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/downloads#downloads06
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賃上げ特例要件の「報告対象年度」及び「基準年度」については、必ず公募要領を参照してくださ

い。 

 

⚫ 公募要領における定義 

➢ 賃上げ要件 

 基準年度：補助事業実施期 の終了時点が含まれる事業年度 

➢ 賃上げ特例要件 

 基準年度：報告対象年度の直前の事業年度 

 報告対象年度：採択日～補助事業完了期限日のいずれ の時点が含まれる事業年度 

 

⚫ 第 1回公募スケジュールを前提にした事例 

➢ 事業年度： ～3  

➢ 補助事業実施期 ：2 25年 12 ～2 27年 1  

※補助事業実施期 が最長1 ヶ の ター  

 

 

 

電子申請システムにおける入力手順については、電子申請システム操作 ニュアル「2-3-4. 

❹ 社の未来を描く」及び事業計画テンプレート「3-10.収益計画」を参照してください。 

 

  

34  34  34  34  34  34  34  34  

 事業計 期 が3～5年の場合 
要件 成の終点

報告対象年度
(5事業年度)

事業年度
(4 3月)

直 の
事業年度

要件の前提と
なる始点

基準年度

要件達成の
始点

報告対象
年度

要件 成の
終点

始点 終点凡例：

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8

収益計画
(直 の事業年度)

収益計画
(基準年度)

収益計画
(報告年度)

収益計画
(1年後)

収益計画
(2年後)

収益計画
(3年後)

収益計画
(4年後)

収益計画
(5年後)

申請日
(2025年7月)

補助事業完了期限日
(2027年2月)

入力項目
の名 

年月

賃上げ
特例要件

賃上げ
要件

基準年度

要件の  と
なる終点

要件達成の
始点

交付決定日
(2025年12月)

採択日
(2025年10月)

補助事業実施期間
14 月

(2025年12月 2027年1月)

https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_koubo.pdf
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_oubo_manual.pdf
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_oubo_manual.pdf
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/downloads#downloads09
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➢ 賃上げ特例を選択し、 賃上げ特例の報告対象年度 、 賃上げ特例の基準年度 、 

 賃上げ要件の基準年度 が 3年度に跨るケースについては、対応方法をコールセ ター 

 らご案内しますので、コールバ ク予約システムへの予約登録をお願いします 

 

1-7. 公募スケジュール 

第 1回公募のスケジュールは以下のとおりです。 

 
 

  

公募  
（公募要領公開）

2 25/ /22( )～

申請受付 2 25/ /17( )

応募締切 2 25/7/15( ) 18   

補助金交付
 補者の

採択発表
2 25/1  (予定)

応募申請方法
  申請のみの受付

 書面( )での申請は不可
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1-8. 注意事項 

1-8-1. 補助事業者の義務 

本補助金の交付決定を受けようとする者及び受けた者は、以下の条件等を守らなければなりません。 
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1-8-2. 補助対象外事業 
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1-8-3. 複数回申請について 

 

  



43 

 

 

1-8-4. 連携体申請について 
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1-8-5. 組合特例について 
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1-8-6. リース 社との共同申請について 
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2. 補助金申請の全体像 

2-1. 新事業進出補助金の全体像 

新事業進出補助金の申請に る全体の流れは以下のとおりです。 
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2-2. 応募申請の作業の流れ 

応募申請の作業の流れは以下のとおりです。 

申請の事前に必要な作業は、申請者ご 身にてご対応ください。 
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補助金情報の確認や、提出書類様式のダウンロードは、中小企業新事業進出補助金ホームペー

ジをご確認ください。 

 

 

電子申請システムのご利用には、「G ビズ ID プライムアカウント」が必要です。 

事前にG ビズ ID サイトから「G ビズ ID を作成」ください。 

 

 

 

• 本補助金では、事業計画等を外部有識者からなる審査委員会が審査・評価し、補助金交

付 補者を採択します 

• 補助対象者・補助対象事業にあてはまらない等公募要領に沿わない場合や、申請内容に不

備がある場合などは審査対象とならず、不採択となりますので、申請前に必ずご確認ください 

• なお、採択結果についての理由開 及び異議申立は一切受け付けておりません 

   

https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/
https://gbiz-id.go.jp/
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添付書類 

以下を参考に必要な書類を準備し、応募申請時に添付してください。 

 
*1 2 年分の決算書等を提出できる場合には添付必須 

*2 公募要領の(1)新事業進出要件＞③新事業売上高要件＞(ⅱ)を満たすことをもって申請を行う場合には添付必須 

*3 e-Tax による申告の場合には、e-Tax のメッセージボックスに 納される「受信通知」、「電子申請等 明書」等、申告の日時・受付 

番号が記載されている書類の添付必須 

*4 「収益事業を行っていることを説明する書類」に申告の日時・受付番号が記載されていない場合には、申告方式に応じて添付必須 

*5 「事業計画テンプレート」の 3-11.添付資料一覧に記載の、事業計画に関 する添付書類は添付任意 

  

 性 必 / 意
添付書類書類区分 

  法 

必 必 前年度の決算書決 書1

必  1必  1前々年度の決算書2

必  2必  2直 の決算において売上高10  以上で
あり、新事業進出を行う部 の売上高が
3  以上であることが分かる書類

3

必 必 労働基準法に基づく労働者名 の し 業 数を す書類4

ー必 直 の確定申告書 表一及び法人事業
概 説明書の え

  事業を行っている
ことを  する書類

5

必 ー直 の確定申告書第一表及び所  青 
申告決算書の え(  申告の場合は直 
の確定申告書第一表及び収支内 書の
 え)

6

必   必   納  明書等(その２所 金額用・事業所
 金額の記載のあるもの)  37

必 必  定資産   定 産  8

必 必 賃上げ計画の表明書賃上げ計 の表 書9

 意 意事業計画書  5事業計 書10
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添付書類の詳細は「添付書類確認シート」をご確認ください。 

  

 性 必 / 意
添付書類書類区分 

  法 

必 必 金融機関による確認書 金融機関等 ら 金 供
を受ける場合 

金融機関による 認書
11

必 必 リース料  計画書 リース 社と共同申請する
場合 

リース関連書類

12

必 必 リース取引に る 約書
13

ー必 事業再生支援を受けた支援機関等による
確認書

 再生事業者加点を  す
る場合 

再生事業者であることを
  する書類

14

ー必 組合特例申請者 身の事業実施書類
・組合特例事業者 申請者 身が らかの
事業を実施していることを する書類

 組合特例を申請する場合 

組合関連書類15

ー必 組合特例の資本金 従業員数を する書類
・決算書 労働者名 等16

ー必 組合特例事業者の事業実施書類
・組合が らかの事業を実施していることを
 する書類

17

ー必 特定事業者の一部であることを する書類
・業  従業員数 資本金が記載された
構成員名 

 特定事業者の一部に該当
する場合 

特定事業者関連書類
18

https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_tempusyorui.pdf
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事業計 書作成の概要 

事業計画は、以下の項目について電子申請システムに入力する必要があります。 

 
 

 

事業計画は「事業計画テンプレート」を参考に作成してください。 

https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/downloads#downloads09
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複数の事業計 を申請する際のルール 

＜前提＞ 

⚫ 複数の事業計画を 1 つの申請で提出する場合、事業計 ごとに 新市場性 または 高付加価値性 の 

いずれ を選択することが可能です 

⚫ 補助対象とする  や設備等について、既存事業で使用しなければ複数事業において共通で使用することが 

可能です 

⚫ 賃上げ等の条件や義務は、複数事業全ての 業 及び補助対象経費に  るものとします 

 

＜電子申請システムでの対応＞ 

⚫ 電子申請システムに入力する際は、入力欄を追加(複 )することができないため、各入力欄の制限文字数 

以内で複数事業計 に関する内容を入力してください 

⚫ その際、それぞれの事業計画を識 できるよう、各入力欄において ①：○○、②：○○、、、 のように 

箇条書きで番号を付けてください 

⚫ 選択形式の入力項目については、補助金交付申請額が最も高い事業計 について選択してください 

 

＜事業計画テンプレートでの対応＞ 

⚫ 事業計画ごとに選択する必要がある以下 3 つの項目については、事業計 テ プ ー の該当項目を 

事業計 の数だけ複製・記入の上、添付してください 

➢ 該当章：11.補助事業の具体的取組内容 

 該当項目：新規事業の業  

➢ 該当章：14. 新規事業の新 場性・高付加価値性 

 該当項目：補助事業で取り組む新規事業の 場における位置づけ 

➢ 該当章：16.事業の実現可能性 

 該当項目：事業実施体 の検討状  

 

 

複数の事業計 は１つの補助事業として審査されるため、採択後はいずれの事業も 

実施する必要がありますのでご注意ください 
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2-3.   申請システムの応募申請ステ プ 

電子申請システムの、応募申請提出までの申請ステップを以下に します。 

各ステップの詳細手順は、 途、電子申請システム操作 ニュアルをご参照ください。 

 
 

 

操作手順の詳細は、電子申請システム操作 ニュアルをご確認ください。 

https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_oubo_manual.pdf
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3. 審査概要 

3-1. 書面審査 

書面審査は、以下の観点で実施します。 

 
 

 

「新規事業の新 場性・高付加価値性」の考え方については、 度補足資料の「新 場・高付加

価値事業の考え方」をご確認ください。 

  

https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_shinsijyo_koufukakachi.pdf
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_shinsijyo_koufukakachi.pdf
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新市場性・高付加価値性の考え方 

 
 

  



56 
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加点項目 

以下の項目を満たす事業者については、審査で一定程度の加点を実施します。 

なお、加点項目は応募締切日時点で満たしている必要があります 
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減点項目 

以下に該当する事業者については、審査で一定程度の 点を実施します。 
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3-2. 口頭審査 

口頭審査は、一定の審査基準を満たした事業者の中から必要に応じて行います。 

 

 

口頭審査の対象になったにも関わらず、受験がなかった場合は不採択となります。 
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お問合せ先 

 
 

 

上記お問合せ先の U L は以下の通りです。 

① よくあるご質問をまとめた FAQ 

② 電子申請システム操作 ニュアル 

③ コールバック予約システム 

④ トラブル等通報窓口（専用フォーム） 

 

お問合せ先

 電子申請システムの操作方法は、
 申請システム 作  ュ ル 
をご 認ください。

 本補助金ホームページに、よくある
ご質問をまとめた    を  して
おります ので、本 イドと せて
ご参照ください。

 上記参照の上、ご  の方は
 コールバ ク予約システム にて
日時予約ください。コールセン ー
からお電 差し上げます。

 コールセン ー 員の不適切な
対応があった場合や、不 利用
等の内部告発を行う場合、
  ラ ル等通報 口 （専用
  ーム）までご連 ください。

https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/faq
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_oubo_manual.pdf
https://shinjigyou.resv.jp/reserve/calendar.php?x=1747393823
https://www17.webcas.net/form/pub/shinjigyou/tsuhou
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改訂履歴 

バージョン 改訂日 項目 内容 

1.0 版 2025/5/19 － 初版発行 

1.1 版 2025/6/17 1-6.補助対象事業の要件 ・賃上げ要件・賃上げ特例要件の年度に関す

る考え方を追加 

1.2 版 2025/6/20 1-6.補助対象事業の要件 ・収益計画の表の具体的な入力手順を追加 

1.3 版 2025/6/30 1-6-7.賃上げ特例要件 ・収益計画の表に関する注意事項を修  

1.4 版 2025/7/11 1-7.公募スケジュール ・第 1 回公募の応募申請締切延長に伴い 

修  

1.5 版 2025/10/24 1-5-10. 

 告宣伝・販売促進費 

2-2.応募申請の作業の流れ 

・公募要領の修 に合わせて、 告宣伝・ 

販売促進費の上限額に る記載を修  

・ 微な文言変更 

 


